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議   第   ３６   号   

令和 ４ 年 ２ 月１６日提出   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部改正について 

 

 熊本市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

熊本市附属機関設置条例（平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表１の表中７２の項を削り、７３の項を７２の項とし、７４の項を削り、７５の

項を７３の項とし、７６の項から８３の項までを２項ずつ繰り上げ、同表に次のよう

に加える。 

８２ 

熊本市総合計画審議会 熊本市第７次総合計画の評価･検証及び次期熊

本市総合計画の策定について、必要な事項を審

議する。 

８３ 
熊本城復旧基本計画検

証委員会 

熊本城復旧基本計画に基づく事業の検証を行

い、計画の見直しに必要な事項を審議する。 

８４ 

熊本市新型コロナウイ

ルス感染症対策専門家

会議 

新型コロナウイルス感染症に係る感染状況、医

療提供体制等の評価を行うとともに、本市の対

策等について、必要な事項を審議する。 

８５ 

熊本市緑の基本計画推

進委員会 

熊本市緑の基本計画の着実な推進を図るため、

その評価及び進行管理を行うとともに、必要な

事項を審議する。 

８６ 
熊本市健全な森づくり

推進協議会 

熊本市健全な森づくり推進計画の着実な推進を

図るため、必要な事項を協議する。 

 

- 19 -

5



   附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づく附

属機関を設置する等のため、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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農水局 

 

熊本市附属機関設置条例の一部改正について 

 

 

１． 廃止する附属機関 

 附属機関名 設置目的 

７４ 熊本市健全な森づくり

推進計画（仮称）策定

委員会 

熊本市健全な森づくり推進計画（仮称）を策定するため、

必要な事項を審議する。 

 

２． 廃止する理由 

令和2年度に「熊本市健全な森づくり推進計画（仮称）」を策定するために、必要

な事項を審議する附属機関として設置していたが、令和3年3月に計画策定が完了し

たことから、「熊本市健全な森づくり推進計画（仮称）策定委員会」を廃止するも

の。 

 

 

３． 新たに設置する附属機関 

 附属機関名 設置目的 

８６ 熊本市健全な森づくり

推進協議会 

熊本市健全な森づくり推進計画の着実な推進を図るため、

必要な事項を協議する。 

 

４． 設置する理由 

今後の「熊本市健全な森づくり推進計画」の着実な推進や計画見直しにおいて、必

要な事項を協議する附属機関として、新たに「熊本市健全な森づくり推進協議会」を

設置するもの。 

 

５． 施行日 

令和４年（２０２２年）４月１日から施行する。 

参考資料 
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議   第   ５１   号   

令和 ４ 年 ２ 月１６日提出   

 

   熊本市九州自然歩道利用拠点施設条例の一部改正について 

 

 熊本市九州自然歩道利用拠点施設条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市九州自然歩道利用拠点施設条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市九州自然歩道利用拠点施設条例（平成１３年条例第５２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

 第１条中「並びに」を「、」に改め、「振興」の次に「並びに森林環境教育等の推進」

を加える。 

 第３条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

 (5) 森林の有する機能の学習並びに森林及び木材を活用した体験活動に関するこ

と。 

 

   附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  熊本市九州自然歩道利用拠点施設が行う事業を拡充するため、所要の改正を行う

必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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